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令和２年度 燃料供給の担い手確保事業 

事業実施者公募要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年６月 

全国石油商業組合連合会 

（経済産業省補助事業） 

  

≪募集期間≫ 

２０２０年６月２４日（水）～２０２０年７月１５日（水） 

 

≪実施期間≫ 

委託契約締結日 ～ ２０２１年１月２９日（金） 

（実績報告書提出締切日） 
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はじめに 

 本会（全石連）では、令和２年度「石油製品販売業構造改善対策事業費補助金（次

世代燃料供給体制構築支援事業のうち燃料供給の担い手確保事業に係るもの）」の補

助事業者として、過疎化・人手不足などの構造変化に対応した地域の燃料供給拠点の

効率的運営・次世代化を図ることを目的とした、揮発油販売業者等に対する燃料供給

の担い手確保のための事業を行います。本事業の実施にあたり、下記の公募要領に基

づき事業提案およびその実施者を募集します。 

 

１．事業概要  

過疎化・人手不足などの構造変化に対応した地域の燃料供給拠点の効率的運営・次

世代化を図るために、揮発油販売業者等に対する燃料供給の担い手確保に資する実効

性のある取組の提案とその実施者を募集します。提案については、揮発油販売業者等

の従業員の資質向上に資する取組、就業促進に資する取組、労働環境や処遇の改善に

資する取組等を対象とします。 

なお、原則として課題の検討や抽出にあたる調査研究や、単に資格取得や法令遵守

を目的とする事業、及び一方的な講義（セミナー）等の開催のみを内容とする事業は

対象としませんので、予めご了承ください。 

  

２．事業スキーム  

 

 

 

 

①募集 

              

②応募・提案 

                          ⑤事業実施 

④採択・委託契約締結 

                          ⑥事業参加 

⑦報告書等作成・提出 

 

⑧費用支払 

 

        

③審査・採択の諾否決定    
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３．スケジュール 

 ・２０２０年６月２４日（水） ：公募開始（①） 

・２０２０年７月１５日（水） ：申請書類提出締切（②） 

・２０２０年７月下旬      ：審査委員会（③） 

・事業採択          ：実施計画書等作成・契約締結（④） 

・委託契約締結日～      ：事業開始（⑤） 

・２０２１年１月２９日（金） ：実績報告書提出締切（本会必着）（⑦） 

・２０２１年３月末      ：費用支払（⑧） 

 

４．募集内容 

（１）募集内容 

募集は対象とする３分類について、①～⑤に示す事業の提案およびその実施者

を募集します。 

事業の終了後には実施内容および実績、ならびに当該事業の実施を通じて得ら

れた燃料供給の担い手確保に係る効果等について取り纏めた、実績報告書の提出

を求めます。 

区
分 

担い手確保への寄与 募集事業内容 

揮発油販売業への就業促進 全国型（民間事業者） 地域型（石油組合） 

  SS で働くことの魅力

を就労希望者等に広

く知ってもらい、関心

を持ってもらうこと

を目指す 

①PR 資料作成・配布 

将来の求職者となる小～中

学生を対象にSSの社会的役

割などを紹介し、職業の社

会的イメージの向上と就業

の魅力を訴求するPR資料を

作成、配布する 

 

従業員の資質向上 全国型（民間事業者） 地域型（石油組合） 

  SS で働くうえで必要

とされる知識技術を

磨くことで、業務の効

率化及び生産性向上

を目指す 

②自動車整備技能向上研修 

自動車整備技能（電気自動

車等の整備の内容を含む）

を学ぶ研修会を、全国２か

所（※1）で実施する 

④その他技能向上研修 

①②以外の技能を学ぶ

研修会を個別に実施す

る 

  ③タイヤ交換技能向上研修 

タイヤ交換技能（空気充填

の内容を含む）を学ぶ研修

会を、全国９か所（※2）で

実施する 

  

労働環境・処遇改善 全国型（民間事業者） 地域型（石油組合） 

  雇用者が SS の職場環

境や処遇を整え、就労

者にとり働きやすい

職場となることを目

指す 

⑤労務改善支援 

（法令遵守目的の事業は採択しない） 
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※1 静岡県、愛媛県 

※2 北海道（札幌、釧根、上川北部）、宮城県、山形県、新潟県、群馬県、兵庫県、

宮崎県 

 

（２）採択件数 

採択件数は、全国型は各１件とします。地域型は件数を定めませんが、予算の範囲

内での採択となります。本事業の予算総額は２７，８３０，０００円です。 

 

（３）事業計画上の留意点 

その事業が担い手確保の目的に寄与したことが確認できるよう、効果測定の方法を

企画に盛り込んでください。 

実施スケジュールは、２０２１年１月２９日までに事業の実施のみならず費用の支

払いも完了し、実績報告書が完成するように計画してください。 

②～④の集合研修やイベント等の人を集める事業については新型コロナウイルス

感染症対策のため、実施可否の判断を随時行います。事業開始は８月１日以降を予

定していますが、感染状況により延期または中止することがあります。事業の計画

は地域の感染状況に応じて国や各自治体の指針に従い、感染予防に最大限配慮して

作成してください。 

 

５．応募資格  

本事業の応募資格については、以下に定めた条件を満たすことが必要になります。 

（１）当該事業の遂行に必要な能力、知識、経験を有していること。具体的には、

石油販売業界及び人材確保・人材育成・労務の各分野に精通していることを求

めます。 

（２）当該事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等につ

いて十分な管理能力を有していること。具体的には概ね６か月程度の費用立替

ができることを求めます。 

（３）別紙「暴力団排除に関する誓約事項」（１）～（４）に該当しないこと。な

お、申請書の提出をもってこれに同意したものとする。 

（４）本事業及び他の同種の事業について、本会及びその関連団体で契約実績のあ

る場合、当該契約期間中に重大な問題、又は事務手続き、業務報告等で重大な

問題を起していないこと。 

 

６．応募手続き 

（１）募集期間  

募集開始日：２０２０年６月２４日（水） 

募集締切日：２０２０年７月１５日（水）本会必着 

 

（２）応募書類  

以下の書類を６部、Ａ４サイズで提出してください。（提出書類・添付書類） 

なお、必要に応じて内容の説明や追加資料の提出を求める場合があります。 
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  ※上記①、②については、所定の様式（Excel 及び Word ファイル）を本会ホーム

ページからダウンロードしてパソコンにて作成してください。 

  ※提出された応募書類は本事業の審査以外の目的には使用しません。なお、応募

書類は返却しません。 

※採択され業務委託契約を締結した場合であっても、予算の都合または大幅な事

業内容の変更により、支払が減額される場合がありますのでご了承ください。  

 

（３）応募書類の提出先  

応募書類は郵送により以下に提出してください。  

〒１００－００１４ 東京都千代田区永田町２－１７－１４  

全国石油商業組合連合会 環境・安全対策グループ 

担当：今井 

 

７．審査・採択について  

（１）審査方法 

外部有識者により構成された審査委員会等での審査の結果により、採択案件を

決定します。なお、審査は原則として応募書類に基づいて行いますが、必要に応

じてヒアリング及び現地調査を実施するほか、追加資料の提出を求めることがあ

ります。 

 

（２）審査基準  

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。ただし、審査基準①、③

及び④を満たしていない事業については、他項目の評価にかかわらず採択いたし

ません。 

 

①提案内容・事業計画等の適切性・効率性  

提案内容が本事業の目的に合致しているか、事業を実施するために必要な

体制を有しているか、事業の実施方法・実施スケジュール等は効率的かつ現

実的であるかを審査します。  

②金額の適切性  

経費の積算（見積内容）が合理的かつ明確であり、経済性を十分に考慮し

たものとなっているかを審査します。  

③技術的能力（知見、能力）の有無  

 ①申請書（様式あり） 

 ②事業提案書（様式あり） 

 ③企業・団体概要（名称、所在地、設立年月日、主な事業内容、組織図、従

事者数）が分かるパンフレット等） 

 ④役員名簿又は商業登記簿謄本の写し 

 ⑤申請者の財務諸表（直近１ヶ年分） 

⑥関連事業の過去実績等の技術的能力を示す書類 

 ⑦その他本会が必要と認める書類 
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関連事業に関し過去に実績がある等、当該事業の遂行に必要な能力、知識、

経験を有しているかを審査します。 

④経理的基礎の有無  

当該事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等に

ついて十分な管理能力を有しているかを審査します。 

  

（３）審査結果の決定及び通知について  

 審査結果（採択又は不採択）については、審査終了後に申請者宛てに通知しま

す。  

 

８．委託契約締結について  

採択された申請者と本会が業務委託契約を締結した後、事業開始となります。 

なお、審査により、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性

があります。 

 

９．対象経費の計上  

（１）経理処理の考え方  

本事業の経理処理については、経済産業省が定めた「委託事業事務処理マニュ

アル」に基づき行います。 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html 

本マニュアルに基づかずに行われた経理処理及び費用計上については、対象

経費として認めません。事業提案書の対象経費の算出にあたっては本マニュア

ルを十分理解したうえで行ってください。 

支払額は、対象経費のうち業務委託契約に記載した金額の範囲内であって実

際に支出を要したと認められる費用の合計となります。また、委託契約締結日以

降に発生（発注）したもので、事業期間中に終了（支払）したものが対象となり

ます。 

 

（２）経費として計上できない経費  

・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什

器類、事務機器等） 

・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費（ただし、事業者に帰責

性のない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合

がありますので、担当者に御相談ください。）  

・その他事業に関係ない経費  

 

（３）対象経費の区分  

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費であり、他の事業と

併用、兼用することを想定した項目、経費について、本事業での計上は認められ

ません。 

ただし、これらに該当する経費であっても無条件に経費として認めるというこ

とではありません。あくまでも各費目について、本事業を実施する上で、必要な

経費であるかどうかを、合理性・経済性等の観点から精査します。 

また、支払額は対象経費のうち業務委託契約に記載した金額の範囲内で行いま
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すが、各経費項目間の流用は原則として認めませんので、十分に検討した上で、

支出計画を作成してください。 

なお、最終的な対象経費については、本会及び経済産業省と調整した上で決定

することとします。 

具体的な経費の項目は以下のとおりです。 

 

経費項目 内容 

人件費 事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費 

事業費 

事業に必要となる以下の経費 

謝金、会議費、旅費、広報費、資機材レンタル料、消耗品費、通信運搬

費、印刷製本費、外注費、その他事業を行うために特に必要と認められ

る経費 

一般 

管理費 

委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費とし

ての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の条件に基づい

て一定割合の支払を認められた間接経費 

 

≪対象経費の概要≫ 詳細は「委託事業事務処理マニュアル」を確認ください 

１）人件費 

    事業に直接従事する者の人件費。人件費は時間単価を作業時間数に乗じて算

出します。時間単価は、原則として健保等級単価（別紙２）を適用します。作

業時間数の算出にあたり、対象者は事業に従事したことを証明するために所定

の作業日誌を作成する必要があります。従事時間には出張等の移動時間を含み

ますが、経路所要時間を証明する客観的根拠資料（経路検索サービスの検索結

果等）を備えてください（旅費資料との兼用可）。また、昼休みや休憩時間は従

事時間から除きます。 

   

２－１）事業費（謝金） 

    事業を行うために会議等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿

の執筆・研究協力等に対する謝金として、既存の内規等に基づき支払われる経

費。内規等がない場合は「委託事業事務処理マニュアル ５．会議費・謝金に

関する経理処理」の範囲内で支払等を行ってください。 

 

２－２）事業費（会議費） 

事業を行うために必要な会議、研修会等に要する費用。会場借料、機材借料

として支払われる経費。弁当食事代およびお茶代は対象外とします。 

 

２－３）事業費（旅費） 

事業を行うために必要な国内出張に係る交通費、宿泊費として、既存の内規

に基づき支払われる経費。旅費の支給対象者は事業従事者及び事業を行う為に

必要な会議等に出席した外部専門家等になります。経済合理性のある移動方法

及び最短経路を選択し、そのことを証明する客観的根拠資料（経路検索サービ

スの検索結果等）を備えてください。 
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２－４）事業費（広報費） 

事業を行うために必要な広報を行う経費。事業の告知活動を行うにあたって

発生する広報費の実費が対象となります。 

 

２－５）事業費（資機材レンタル料） 

事業を行うために必要な設備のレンタルに要する経費。レンタル費用は、業

務委託契約後に契約し、適用期間が事業実施期間内であり、かつ、事業実施期

間内に代金が支払われたものに限ります。 

 

２－６）事業費（消耗品費） 

事業を行うために必要な消耗品を購入するための経費。事務用品等、事業を

行うにあたって発生する消耗品の実費が対象となります。 

 

２－７）事業費（通信運搬費） 

事業を行うために必要な郵便料、運送代として支払われる経費。 

 

２－８）事業費（印刷製本費） 

事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本

に係る経費。事業に使用した（本会への納品分含む）印刷部数のみが対象とな

ります。 

 

２－９）事業費（外注費） 

受託者が直接実施することができないものまた適当でないものについて、他

の事業者に外注するために必要な経費（請負契約）。 

 

２－１０）事業費（その他諸経費） 

その他事業を行うにあたって発生する必要経費。本経費を計上しようとする

場合は事前に本会の了承を得てください。 

支払にあたっては事業提案書に記載され、委託契約書に記載したものに限り

ます。 

 

３）一般管理費 

事業を行うにあたって必要な経費であって、当該事業に要した経費としての

抽出や特定が困難なものについて、事業提案書に記載され、委託契約書に記載

した条件に基づいて一定割合の支出を認められた間接経費。上記、１）・２）の

合計に一般管理費率（※）を乗じた額とします。 

※一般管理費率は、１０％もしくは「販売費及び一般管理費－販売費÷売上原

価」のいずれか低い率とします。 

 

１０．その他  

（１）原則として（仕様➝見積➝発注➝納品➝検収➝支払）の手順で処理を行い、そ

れぞれの書類を整理してください。全ての支出には、その収支を明らかにした帳

簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。支出額及び内容は厳格に審査
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し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあります。  

（２）支出行為にあたっては、経済性の観点から相見積もりを取り、最低価格を提示

した者を選定してください。相見積もりを取れない場合は、その選定理由を明ら

かにした選定理由書（様式自由）を整備してください。 

（３）事業者は、委託契約を締結した後、事業の経費の配分若しくは内容を変更しよ

うとする場合又は事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に本会の

承認を得なければなりません。 

（４）事業者は、本会及び経済産業省が事業の進捗状況や実施状況等の報告を求めた

場合、速やかに報告しなければなりません。 

（５）事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して３０日を経過した日又

は２０２１年１月最終営業日のいずれか早い日までに実績報告書を本会に提出

しなければなりません。  

（６）事業者は、事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理

と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにし、事業の完了（廃止

の承認を受けた場合を含む。）した日の属する会計年度の終了後５年間、本会の

要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりま

せん。  

（５）事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。  

 

１１．事業実施期間 

  委託契約締結日～２０２１年１月２９日（金） 

 ※２０２１年１月２９日（金）が実績報告書の締切日となりますが、委託事業対象

経費の支払いを証する全ての証票書類及び実証内容確認・状況説明書類等の添付

が必要となりますのでご注意ください。 

 

１２．問い合わせ先  

〒１００－００１４ 東京都千代田区永田町２－１７－１４ 

全国石油商業組合連合会 環境・安全対策グループ 

担当：今井 

TEL：０３－３５９３－５８３５ 

E-mail：r-takahashi@zensekiren.or.jp 
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（別紙１） 

 

暴力団排除に関する誓約条項 

 

当社は、本契約を締結するに当たって、また、本業務の契約期間内及び完了後にお

いては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、

またはこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一

切申し立てません。 

 

記 

 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその

者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に

実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与し

ているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難さ

れるべき関係を有しているとき 

 

以上 


